
第
三
十
二
号
議
案

仙
台
市
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
条
例

仙
台
市
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
条
例

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
。

次
条
及
び
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
本
市
の
区
域
内
の
マ

ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
に
関
し
、
市
、
管
理
組
合
の
管
理
者
等
、
マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
そ
の
他
の
主
体
の
責

務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
を
推
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
よ
り

良
好
な
居
住
環
境
の
形
成
を
図
り
、
も
っ
て
市
民
の
安
全
か
つ
安
心
で
快
適
な
暮
ら
し
の
実
現
及
び
市
街
地
環
境
の
向

上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
市
の
責
務
）

第
三
条　

市
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
状
況
等
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進

に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

市
は
、
前
項
の
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
、
必
要
な
協
力
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

３　

市
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
を
図
る
た
め
、
管
理
組
合
又
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
に
対

し
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
の
責
務
）

第
四
条　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
は
、
管
理
組
合
の
一
員
と
し
て
の
役
割
を
適
切
に
果
た
す
よ
う
努
め
る
と
と
も

に
、
建
物
並
び
に
そ
の
敷
地
及
び
附
属
施
設
の
管
理
が
適
正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
相
互
に
協
力
す
る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。

２　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
は
、
市
が
実
施
す
る
前
条
第
一
項
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
組
合
の
責
務
）

第
五
条　

管
理
組
合
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
指
針
及
び
仙
台
市
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
指
針
（
市
が
作
成
す
る

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計
画
に
お
い
て
定
め
る
都
道
府
県
等
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
指
針
を
い
う
。
）
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
留
意
し
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
を
適
正
に
管
理
す
る
よ
う
自
ら
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

管
理
組
合
は
、
市
が
実
施
す
る
第
三
条
第
一
項
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
者
等
の
責
務
）

第
六
条　

管
理
組
合
の
管
理
者
等
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
、
誠
実
に
職
務
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

２　

管
理
組
合
の
管
理
者
等
は
、
市
が
実
施
す
る
第
三
条
第
一
項
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
責
務
）

第
七
条　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
は
、
専
門
的
知
識
を
も
っ
て
、
管
理
組
合
の
運
営
そ
の
他
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
し
、
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管
理
組
合
の
管
理
者
等
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
そ
の
他
関
係
者
の
相
談
に
応
じ
、
助
言
、
指
導
そ
の
他
の
援

助
を
適
正
に
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
は
、
市
が
実
施
す
る
第
三
条
第
一
項
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
責
務
）

第
八
条　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
管
理
組
合
か
ら
委
託
を
受
け
た
管
理
事
務
を
誠
実
に
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。

２　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
市
が
実
施
す
る
第
三
条
第
一
項
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
の
責
務
）

第
九
条　

宅
地
建
物
取
引
業
者
で
あ
っ
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
分
譲
（
委
託
を
受
け
て
行
う
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

を
行
う
も
の
（
以
下
「
マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
分
譲
後
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
適
正
な
管
理
に
資
す

る
た
め
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
維
持
及
び
修
繕
に
関
す
る
計
画
の
案
を
策
定
し
、
並
び
に
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関

す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
の
理
解
の
増
進
に
資
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。

２　

マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
は
、
市
が
実
施
す
る
第
三
条
第
一
項
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
責
務
）

第
十
条　

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
買
若
し
く
は
交
換
又
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
買
若
し
く
は
交
換
の
代

理
若
し
く
は
媒
介
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
購
入
者
等
に
対
し
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
状
況
に
関
す
る
情
報

を
提
供
し
、 

当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
す
る
購
入
者
等
の
理
解
の
増
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
市
が
実
施
す
る
第
三
条
第
一
項
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
に
よ
る
届
出
等
）

第
十
一
条　

マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
分
譲
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
に
関
す

る
最
初
の
重
要
事
項
説
明
（
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
い
う
。
）
の
開
始
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
市
長

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
購
入
者
等
に
対
し
、
同
項
の
規

定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
つ
い

て
説
明
を
行
い
、
そ
の
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
者
等
に
よ
る
届
出
）

第
十
二
条　

管
理
組
合
の
管
理
者
等
（
管
理
者
等
が
置
か
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
管
理
組
合
を
構
成
す
る
マ
ン
シ
ョ

ン
の
区
分
所
有
者
等
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
分
譲
後
初
め
て
招
集
さ

れ
る
集
会
の
日
か
ら
九
十
日
以
内
に
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
状
況
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
市
長
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
管
理
組
合
の
管
理
者
等
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
に
、
当
該

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
状
況
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３　

管
理
組
合
の
管
理
者
等
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
届
出
の
内
容
に

つ
い
て
集
会
の
決
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
事
項
の
公
表
）

第
十
三
条　

市
長
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
届
出
に

係
る
事
項
の
う
ち
市
長
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
公
表
す
る

こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２　

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業

者
又
は
管
理
組
合
の
管
理
者
等
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
表

す
る
事
項
の
ほ
か
、
市
長
が
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
も
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
た
だ

し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
か
ら
管
理
者
等
へ
の
書
類
の
交
付
等
）

第
十
四
条　

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
は
、
当
該
届
出
に
係
る
マ
ン
シ
ョ

ン
の
管
理
組
合
の
管
理
者
等
に
対
し
、法
第
百
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
図
書
を
交
付
す
る
ほ
か
、マ
ン
シ
ョ

ン
の
適
正
な
管
理
及
び
建
物
の
修
繕
に
有
用
な
書
類
と
し
て
市
長
が
定
め
る
も
の
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
図
書
及
び
書
類
の
交
付
を
受
け
た
管
理
組
合
の
管
理
者
等
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
分
譲
後
初
め
て
招
集
さ
れ
る

集
会
の
日
か
ら
九
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
市
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
届
出
等
に
関
す
る
指
導
及
び
勧
告
等
）

第
十
五
条　

市
長
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
又
は
管
理
組
合
の
管
理
者
等
に
つ
い
て
、
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
の

規
定
に
よ
る
届
出
を
怠
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
当
該
届
出
を
す
べ

き
こ
と
を
指
導
し
、
及
び
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
マ

ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業
者
又
は
管
理
組
合
の
管
理
者
等
に
対
し
、こ
れ
ら
の
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
、

助
言
及
び
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

市
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き

は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
勧
告
の
内
容
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
公
表
に
係
る
者
に
そ
の
旨
を

通
知
し
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
任
）

第
十
六
条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
定
め
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

２　

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起

算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
以
後
に
同
項
の
重
要
事
項
説
明
の
開
始
の
日
が
到
来
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
す
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る
事
項
に
つ
い
て
適
用
し
、第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、施
行
日
以
後
初
め
て
同
項
の
集
会
が
招
集
さ
れ
る
マ
ン
シ
ョ

ン
の
管
理
の
状
況
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

理　

由

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
し
、
各
主
体
の
責
務
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
事
業

者
及
び
管
理
組
合
に
よ
る
届
出
制
度
を
新
設
す
る
等
の
た
め
、
新
た
に
条
例
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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